
綾瀬市障害福祉サービス等地域拠点事業所配置事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、障害特性により支援が困難な障害者や緊急的な支援が必要な障

害者に対して、常時、必要なサービスが提供できるよう、神奈川県で定める市町村

障害者福祉事業推進補助金事業実施要領（障害福祉サービス等地域拠点事業所配置

事業分）（平成３１年４月１日施行。以下「県実施要領」という。）に基づき障害福

祉サービス等地域拠点事業所配置事業に要する経費に対し、予算の範囲内において

補助金を交付することについて、綾瀬市補助金等に係る予算の執行に関する規則（

昭和５１年綾瀬町規則第１５号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、県実施要領に定めるもののほか、市町村障

害者福祉事業推進補助金交付要綱（平成３１年４月１日施行）、市町村障害者福祉事

業推進補助金交付要領（平成３１年４月１日施行）及び本要綱に定めるところによ

る。 

（補助の対象） 

第３条 補助の対象とする事業は、県実施要領に基づき拠点事業所が行う事業（以下

「補助事業」という。）とし、当該事業に要する経費から寄付金その他の収入額を

控除した額につき、別に定める基準によって算定した額とする。 

（補助額の算出方法等） 

第４条 補助額は、前条の規定により算定した額を限度とし、その算出方法は、別表

に定める。 

２ 年度途中から事業を開始する場合又は事業を中止若しくは廃止する場合の補助基

準額は月割り（１月未満切り捨て）とする。 

３ 前２項の規定により算出した補助額に千円未満の端数があるときは、その端数金

額を切り捨てるものとする。 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする事業者（以下「補助事業者」という。）は、規

則第４条に規定する申請書を４月１日までに市長へ提出しなければならない。ただ

し、年度途中からの事業開始の場合は、事業開始月の１日を提出期限とする。 

（交付決定） 



第６条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し補助金を交付すべき

ものと認めたときは、綾瀬市障害福祉サービス等地域拠点事業所配置事業補助金交

付（変更）決定通知書（第１号様式）により通知するものとする。 

（交付条件） 

第７条 市長は、前条の決定をするときは、次の条件を付するものとする。 

(1) 補助金をその目的以外に使用しないこと。 

(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中

止し、若しくは廃止しようとする場合には、あらかじめ綾瀬市障害福祉サービス

等地域拠点事業所配置事業計画変更（中止・廃止）承認申請書（第２号様式）を

市長に提出するものとすること。 

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった

場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。 

（変更交付決定等） 

第８条 市長は、前条第２号に規定する変更承認申請があったときは、その内容を審

査し補助金を変更交付すべきと認めたときは、綾瀬市障害福祉サービス等地域拠点

事業所配置事業補助金交付（変更）決定通知書（第１号様式）により通知するもの

とする。 

（補助金の交付） 

第９条 補助金は、補助事業者の請求に基づき、第６条及び第８条の規定により決定

した額を交付するものとする。 

（実績報告） 

第１０条 補助金の交付決定を受けた補助事業者は、補助事業が完了した日の翌日か

ら起算して３０日以内に、規則第１２条の規定により実績報告書を市長に提出しな

ければならない。この場合において、実施状況報告書及び収支決算書又は収支を証

する書類を添付するものとする。 

（財産の処分の制限） 

第１１条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した５０万円以上

の機械、器具等を市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、

譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、減価償却資産

の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）による耐用年数を経過

した場合は、この限りではない。 



（書類の整備等） 

第１２条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、

かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類（以下「証拠書類等」という。）は、当該補助事

業の完了の日の属する市の会計年度の翌年度から５年間保存しなければならない。 

３ 補助事業者が法人その他の団体である場合であって、前項に規定する証拠書類等

の保存期間が満了しない間に当該団体が解散する場合は、その権利義務を承継する

者（権利義務を承継する者がいない場合は市長）に当該証拠書類等を引き継がなけ

ればならない。 

（届出事項） 

第１３条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかに文書を

もつてその旨を市長に届け出なければならない。 

(1) 住所又は氏名を変更したとき。 

(2) その他市長が必要と認めたとき。 

（委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は市長が

別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

別表（第４条関係） 

補助事業 補助事業者 補助基準額 補助率等 補助対象経費 

短期入所

拠点事業

所配置事

業 

法人（ただし、県から

障害福祉サービス等地

域拠点事業所配置事業

委託を受託している法

人に限る。） 

神奈川県で定める

市町村障害者福祉

事業推進補助金交

付要領で定める額 

補助基準額の１/２
のうち、広域連携で

定めた綾瀬市の負

担割合について、補

助することができ

るものとする。 

事業の実施に必要な報

酬、給料、職員手当等、

共済費、旅費、役務費、

需用費、その他の事務執

行に要する費用 

 



第１号様式（第６条、第８条関係） 

 

綾瀬市障害福祉サービス等地域拠点事業所配置事業 

補助金交付（変更）決定通知書 

 

年  月  日 

 

                様 

 

綾瀬市長          □印 

 

   年 月 日申請があった   年度綾瀬市障害福祉サービス等地域拠点事業所 

配置事業補助金の交付について次のとおり決定したので通知します。 

 

１ 補助対象事業名 

２ 補 助 金 額 

３ 補 助 条 件   

(1) 補助金をその目的以外に使用しないこと。 

(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中

止し、若しくは廃止しようとする場合には、あらかじめ綾瀬市障害福祉サービス

等地域拠点事業所配置事業計画変更（中止・廃止）承認申請書（第２号様式）を

市長に提出するものとすること。 

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった

場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。 

 



第２号様式（第７条関係） 

 

綾瀬市障害福祉サービス等地域拠点事業所配置事業計画 

変更（中止・廃止）承認申請書 

 

年  月  日 

 

 （あて先）綾瀬市長 

 

申請者  住 所 又 は 所 在 地 

名            称 

氏名又は代表者氏名              ㊞ 

 

    年 月 日付で交付決定を受けた   年度綾瀬市障害福祉サービス等地域

拠点事業所配置事業補助金に係る事業等を次のとおり変更（中止・廃止）したいので

承認を受けたく、関係書類を添えて申請します。 

 

１ 変更の内容等 

項 目 変更前 変更後 

事 業 内 容 

  

対象事業費   

補 助 金 額   

２ 変更の理由 

 

３ 添付書類 

 

 

 


